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ボートレース収益を活用しています
芦屋町ではボートレース収益を活用して、芦屋町の活性化や町民の皆さんの生活に役立つ多くの事業を
実施しています。
この補助金ガイドブックに掲載する事業の中にも、収益を活用しているものが多くあります。

※　　  令和8年度ボートレース収益の活用を予定している事業です。



子育て世帯民間
賃貸住宅家賃補助金
『 』

新婚世帯民間
賃貸住宅家賃補助金
『 』定住促進奨励金『 』

住宅用太陽光発電
システム設置費補助金
『 』

中古住宅解体後の
新築住宅建築補助金
『 』出産祝金『 』

住宅係 093-223-3540

最大100万円

お子さまが生まれた
ご家庭へ

移住定住

最大20万円

子育て支援係 093-223-3537

芦屋町内の住宅に
太陽光発電システムを設置すると

再生可能エネルギーの導入促進を

図るため、住宅に太陽光発電シス

テムを設置した人、またはあらかじ

め太陽光発電システムが設置され

た住宅を購入した人に、1キロワッ

トにつき2万円(上限8万円)を交付

します。

最大8万円

芦屋町内の中古住宅を購入し
建て替えると

定住人口の増加を図り、活力ある

まちづくりを推進するため、町外から

転入した未就学児を含む世帯で、

民間賃貸住宅に住む場合、家賃の

一部として月1万円を上限に、最長

72か月、芦屋町商工会発行の商品券

で交付します。交付は1年分をまとめ

て3〜4月に交付します。ただし、公営

住宅や社宅、官舎など対象外とな

る場合もあります。

最大72万円

芦屋町で住宅を取得すると
3年間で

定住人口の増加を図り、活力ある

まちづくりを推進するため、令和9年

１月１日までに戸建住宅を取得(新

築・購入・建替え)した人に、固定資

産税相当額を年額15万円を上限

に、最長3年間、芦屋町商工会発行

の商品券で交付します。

最大45万円

住宅係 093-223-3540

芦屋町内の民間賃貸住宅に住む
新婚世帯に6年間で

最大72万円

芦屋町に転入し、
民間賃貸住宅に住むと6年間で

環境・公園係 093-223-3538

住環境の保全を図るため、中古住

宅を購入し、2年以内にその住宅を

建替えて居住する場合に、最大90

万円を補助します。また、転入者で

中学生以下のこどもがいる場合に

は10万円を上乗せします。

地域振興・交通係 093-223-3539

定住人口の増加を図り、活力ある

まちづくりを推進するため、民間賃

貸住宅に住む新婚世帯に、家賃の

一部として月1万円を上限に、最長

72か月間、芦屋町商工会発行の商

品券で交付します。交付は1年分を

まとめて3〜4月に交付します。た

だし、公営住宅や社宅、官舎など対

象外となる場合もあります。

住宅係 093-223-3540
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令和 9年度まで
令和 9年度まで

令和 9年度まで
令和 9年度まで

令和 9年度まで

こどもを産み育てる意欲を高め、

活力あるまちづくりを推進するた

め、芦屋町にお住まいで出産した

ご家庭(お母さんまたはお父さん)

に、出産祝金として芦屋町商工会

発行の商品券で交付します。第1子

が5万円、第2子が10万円、第3子以

降は20万円です。
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こどもの疾病の早期発見と治療を

促進し、保健の向上と福祉の増進

を図るとともに、子育て世代の経

済的負担を軽減することを目的に

、所得の制限なく18歳までの入院

・通院費を無料としています。

※福岡県の制度では、対象者が中

学生までとなっており、自己負担や

所得制限があるため、拡充して補

助を行っています。

保険年金係 093-223-3532

子ども医療費
負担軽減事業

『 』
給食費

負担軽減事業
『 』

高齢者支援係 093-223-3536

高齢者の福祉の増進に寄与するこ

とを目的に、高齢者に敬老祝金を

給付します。給付額は、満70歳が1

万円、満77歳が2万円、満88歳が3

万円、満100歳が10万円です。満

100歳の人には誕生日を迎えた時

に、それ以外の対象者には例年9

月に給付方法などの通知を行って

います。

敬老祝金事業『 』
子育て世代の経済的負担の軽減

を図り、子育て支援に貢献するこ

とを目的に、町内の小・中学校の

給食費を町が負担し、無償化して

います。

学校教育係 093-223-3547

PICK UP

移住支援事業に
おける移住支援金

『 』

100万円、60万円

移住支援金の
支給要件を満たす人に

町内への移住・定住の促進や中小

企業などの人手不足解消のため、

芦屋町に移住した人で支給要件を

満たす人に、福岡県と共同して行う

福岡県移住支援事業において、移

住支援金を支給します。世帯の場

合は100万円、単身の場合は60万

円です。また、こどもを帯同して移

住する場合は、加算します。

住宅係 093-223-3540

世帯 単身

小中学校
通学費補助金

『 』
小中学生の通学費

(公共交通機関定期代)を

半額
子育て世帯の負担軽減のため、芦

屋町に住む小中学生が、公共交通

機関を利用して通学する場合の定

期代を半額補助します。なお、町内

小中学生は、学校長の許可を得て

バス通学する人が 対 象です。ま

た、複数の公共交通機関(バスと

JRなど)の定期券がある場合は、1

つのみが対象です。

※電子申請での受付をしています。 

学校教育係 093-223-3547

令和 9年度まで

高校生等
通学費補助金

『 』
高校生などの通学費

(公共交通機関定期代)の

半額又は2万円
子育て世帯の負担軽減のため、芦

屋町に住む高校生などが、公共交

通機関を利用して通学する場合の

定期代を半額補助します。なお、

複数の公共交通機関(バスとJRな

ど)の定期券がある場合は、1つの

みが対象です。また、公共交通機

関を利用しないで通学する場合

は、年額2万円を補助します。

※電子申請での受付をしています。

学校教育係 093-223-3547

令和 9年度まで

令和 8年度まで
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生活環境

テレビ受信料
補助金

『 』
防衛省受信料半額助成を
受けていない世帯などに

民生の安定や福祉の向上を図るた

め、国が実施する防衛施設周辺放

送受信事業補助金を受けていない

世帯や事業所を対象に、NHK受信

料に対し国と同等額を補助します

（補助額は地上契約の半額相当

の額です）。

最大半額

庶務係 093-223-3572

防犯カメラ設置
補助金

『 』
防犯カメラを設置すると

安全・安心なまちづくりの推進を

図るため、町内の建物に防犯カメ

ラを設置する人に、設置費用を補

助します。補助額は、補助対象経

費の1/2か5万円の低い方の額で

す。ただし、防犯カメラの設置台数

が1台の場合は3万円が限度となり

ます。

最大5万円

地域振興・交通係 093-223-3539

高齢者等住宅
改造助成事業

『 』
要援護高齢者などの

住宅改修費を

高齢者などの家庭での自立や介護

者の負担軽減を図るため、在宅の

要援護高齢者若しくは障がいのあ

る人がいる世帯に対し、高齢者な

どに配慮した住宅に改造するため

の資金を助成します。助成額は、

助成対象工事費か30万円の低い方

の額です。

最大30万円

高齢者支援係 093-223-3536

生ごみ処理容器等
購入補助金

『 』

最大1/2

生ごみ処理容器などを
購入すると

家庭から排出される生ごみの減

量化や再資源化の促進を図るた

め、生ごみ処理容 器などを購入

する人に、購入した額の半額を補

助します。なお、購入した生ごみ

処理容器などの品目別に限度額

があります。

環境・公園係 093-223-3538

最大7万円

高齢者世帯等熱中症対策
エアコン購入費助成事業
『 』

家庭用エアコンがない
住宅に住む高齢者世帯

熱中症等の健康被害を防止し、高

齢者の安全かつ安心な生活を支

援するため、家庭用エアコンがな

い住宅に住む高齢者世帯（非課税

世帯）に対し、エアコンの購入と設

置にかかる経費に助成金を交付し

ます。助成額は、上限７万円です

（１世帯につき１台）。

令和 8年度まで

令和10年度まで

高齢者支援係 093-223-3536

高齢者世帯住み替え
費用助成事業

『 』
高齢者世帯の

住み替え費用を

浴槽がない住宅やエレベーターが

ない住宅の2階以上、エレベーター

の停止階にない2階以上の住宅に

住む高齢者世帯(非課税世帯)の住

み替え費用の一部を助成します。

助成額は、対象経費の1/2か20万

円の低い方の額です。

最大20万円

高齢者支援係 093-223-3536



木造戸建て住宅
耐震改修補助金

『
』

木造住宅の耐震工事を行うと

町内にある木造の戸建て住宅の耐

震改修工事を行う場合に補助しま

す。補助額は、補助対象経 費の

40%か60万円の低い方の額です。

最大60万円

地域振興・交通係 093-223-3539

老朽危険家屋等
解体補助金

『 』

安心・安全の確保と住環境の保全

を図るため、芦屋町内において老

朽危険家屋などを解体する工事を

行う場 合に補助します。補助額

は、補助対象経費の1/2以内で上

限100万円です（ただし、基準額が

あります）。

最大100万円

老朽危険家屋を解体すると

地域振興・交通係 093-223-3539

令和 9年度まで

ブロック塀等
撤去費補助金

『 』
ブロック塀を撤去すると

最大16万円

地震によるブロック塀などの倒壊

による被害防止や避難経路を確保

するため、ブロック塀を撤去する人

に、撤去費用を補助します。補助

額は、補助対象経費の2/3か16万

円の低い方の額です。

地域振興・交通係 093-223-3539

令和 8年度まで
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芦屋町公式ＳＮＳ一覧
芦屋町では、町の魅力や情報をLINE（ライン）、Instagram（イン

スタグラム）、Facebook（フェイスブック）で発信しています。

f
アッシー芦屋町公式 LINE アッシーInstagram 芦屋釜の里 Instagram

芦屋町の魅力が
いっぱいっちゃ！

フォローしてっちゃ！
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新生児聴覚
検査費助成金

『 』

産後ケア事業『 』
里帰り等妊婦

健康診査費用助成金
『 』

里帰り妊婦さんの
妊婦健康診査費を

妊娠〜子育て

妊娠期の里帰りなどで、芦屋町と

契約していない県外などの妊婦健

診実施機関で受診した場合でも、

経済的負担を軽減するため、健診

費用を助成します。なお、1回あたり

の助成限度額を設定しています。

最大14回

育児に不安を抱える
産後1年未満の母子に

出産後1年を経過しない母親に心

身の不調や育児不安がある場合

において、助産院などのショートス

テイやデイサービスを利用して、母

体や乳児のケア、育児指導を受け

る費用の一部を助成します。

育児支援サービス

先天性聴覚障害を早期に発見し、

早期治療及び早期療養を図るた

め、新生児聴覚検査を受けた新生

児の保護者に対し、検査費用の一

部について５千円を上限に助成し

ます。

お子さまが生まれたご家庭へ

こども家庭センター 093-223-3577 こども家庭センター 093-223-3577

妊婦のための
支援給付金

『 』
妊娠をした人に

安心して出産・子育てができるよ

う、保健師などが妊娠・子育て家

庭への面談を行うとともに、経済

的負担を軽減するため、妊娠時

に5万円、出産後(流産などした場

合はその日以降)に、こども1人あ

たり5万円を給付します。

給付金を支給

特定不妊治療費
支援助成金

『 』
不妊症に悩むご家庭へ

不妊症に悩む夫婦を支援するた

め、特定不妊治療における保険診

療と併用可能な先進医療に係る費

用の一部について２万円を上限に

助成します。申請には、「福岡県不

妊に悩む方への先進医療支援事

業助成金」の交付を受けているこ

とが必要です。

最大2万円 最大5千円

令和 8年度まで

子育て用品
貸出事業

『 』
乳幼児の保護者などに

乳幼児の保護者または乳幼児を養

育する予定の人を対象に、ベビー

ベッドやチャイルドシートなど、乳

幼児期に必要な各種子育て用品の

貸出をします。

子育て用品貸出

こども家庭センター 093-223-3577

こども家庭センター 093-223-3577 こども家庭センター 093-223-3577 こども家庭センター 093-223-3577
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産婦健康診査費
助成金

『 』
出産した産婦さんの
産婦健康診査費を

産婦の疾病の早期発見など、健康

の保持増進を図るため、芦屋町と

契約していない産婦健康診査実施

機関で受診した場合の健診費用

について、1回あたり5千円を上限に

2回分まで助成します。

こども家庭センター 093-223-3577

最大1万円

1か月児健康
診査費助成金

『 』
お子さまが生まれた

ご家庭へ

乳児の疾病の早期発見など、健康

の保持増進を図るため、芦屋町と

契約していない1か月児健康診査実

施機関で受診した場合の健診費

用について、6千円を上限に助成し

ます。

こども家庭センター 093-223-3577

最大6千円

保育料負担
軽減事業

『 』
第2子以降の

子育て世帯の経済的負担の軽減

を図るため、第2子以降の保育料

を無償化しています。

※きょうだい児の数え方は、保育所

などの同時利用やこどもの年齢に

かかわらず、生計を同一にしている

こどものうち、最年長者を第1子、

その下の子を第2子とカウントしま

す（原則として、こどもと保護者が

芦屋町に住んでいる場合が対象と

なります）。

保育料無償

子育て支援係 093-223-3537

心身障がい児
就学奨励費補助金

『 』
特別支援学校に通う
児童生徒の保護者に

教育の普及や奨励を図るため、特

別支援学校に通う児童生徒の保護

者に、給食費や学用品費などを支

援します。ただし、国や県から支給

されている場合は、それを除いた

額となります。

給食費や
学用品費など支援

学校教育係 093-223-3547

児童生徒就学援助『 』
経済的に厳しい

児童生徒の保護者に

義務教育の円滑な実施を図るた

め、経済的に厳しい児童生徒の

保護者に、給食費や学用品費な

どを支援します。併せて、新入学

時や修学旅行時にはその費用も

支援します。ただし、一定の所得

要件があります。

給食費や
学用品費など支援

学校教育係 093-223-3547

特別支援教育
就学奨励費

『 』

義務教育の円滑な実施を図るた

め、特別支援学級に通う児童生徒

の保護者に、給食費や学用品費な

どを支援します。併せて、新入学時

や修学旅行時にはその費用も支援

します。ただし、一定の所得要件が

あります。なお、準要保護に該当す

る場合は、支給額が大きいため、

児童生徒就学援助で申請すること

をおすすめします。

特別支援学級に通う
児童生徒の保護者に

給食費や
学用品費など支援

学校教育係 093-223-3547
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その他 妊娠～子育て に関する補助

出産祝金

新婚世帯民間賃貸住宅家賃補助金

子育て世帯民間賃貸住宅家賃補助金

小中学校通学費補助金

高校生等通学費補助金

子ども医療費負担軽減事業

給食費負担軽減事業

P.1

P.1

P.1

P.2

P.2

P.2

P.2
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その他 教育 に関する補助

小中学校通学費補助金

高校生等通学費補助金

給食費負担軽減事業

児童生徒就学援助

特別支援教育就学奨励費

心身障がい児就学奨励費補助金

P.2

P.2

P.2

P.6

P.6

P.6

いきいき芦屋っ子
育成補助金

『 』
体育スポーツ大会
出場参加補助金

『 』英語検定料補助金『 』
児童生徒の英検受験料を

教 育

こどもたちの英語力や学習意欲の

向上を図るため、町内小中学校に

通う児童・生徒及び町内居住者で

町外の小中学校に通う児童・生徒

が実用英語技能検定（英検）を受

験する場合、同一年度に1回限り

で、全額を補助します。

※電子申請での受付をしています。

全額

児童生徒が研修に
参加すると

芦屋町のこどもがいきいきと育つ

ことを目的に、国や県などが主催

する研修などに参加した場合、主

催者が定める負担金の最大4割を

補助します。ただし、1度補助を受

けると3年間はこの補助を受けるこ

とはできません。

全国大会などの
スポーツ大会に参加すると

スポーツの普及や振興を図るた

め、全国大会や九州大会、県民ス

ポーツ大会や郡民体育大会などの

大会に参加した場合、大会の規模

などに応じて補助金を交付しま

す。

最大 4 割 最大3万5千円

学校教育係 093-223-3547 社会教育係 093-223-3546 社会教育係 093-223-3546

令和 9年度まで
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障がい者
移動支援事業

『 』
身体障がい者

訪問入浴サービス事業
『 』

障がい者自動車
改造費助成事業

『 』

医療的ケア児日常生活
支援事業助成金

『 』
軽度・中等度難聴児
補聴器購入費助成金

『 』
福祉タクシー料金
補助事業

『 』
重度心身障がい者の
タクシー利用の際に

福 祉

重度心身障がい者の日常生活の

利便と社会活動の範囲の拡大を図

るため、重度心身障がい者がタク

シーを利用する際に、タクシー料

金の一部（初乗り料金分）を支援

します。

医療的ケア児の看護や介護を行う
家族の支援のため

在宅の医療的ケア児の看護や介

護を行う家族の負担軽減を図るた

め、人工呼吸器管理、痰吸引や経

管栄養などの日常生活に不可欠な

支援を必要とする家族に、助成金

を交付します。助成額は看護など

が必要な時間×7,500円で、36万円

が上限額となります。

軽度・中等度難聴児が
補聴器を購入すると

屋外での移動に困難がある障がい

者などの地域での自立生活や社会

参加を促すことを目的に、外出の

ための支援を行います。利用の際

は、1割の自己負担が発生します。

身体障がい者の
自動車改造費を

身体障がい者の移動を支援し、社

会参加の促進を図るため、身体障

がい者が自動車の運転を行う際に

必要となる自動車の改造費を10万

円を限度に助成します。

最大10万円

身体障がい者の家に 障がい者の社会参加のための
外出などを

軽度・中等度難聴児の言語の習

得、教育などにおける健全な発達

を支援し、福祉の増進を図るため、

身体障害者手帳の交付対象となら

ない軽度・中等度難聴児が補聴器

を購入する場合に、最大で助成対

象経費の2/3の額を交付します。

在宅の身体障がい者の身体の清

潔の保持と心身機能の維持を目的

に、対象者の居宅に移動入浴車を

派遣し、入浴支援を行います。利

用回数は、原則1人につき週1回と

なります。

移動入浴車

初乗り料金 最大36万円 最大2/3

9割

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530
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障がい児放課後等
デイサービス事業

『 』手話通訳者派遣事業『 』
重度心身障がい者

介護用品給付サービス事業
『 』

障がい者
日常生活用具給付事業

『 』
小児慢性特定疾患児
日常生活用具給付事業
『 』

障がい者日中
一時支援事業

『 』
障がい者の日中の
活動の場の提供を

障がい者の見守りや社会に適応す

るための日常的な訓練などを行う

ことを目的に、障がい者を一時的

に預かり、日中の活動の場を提供

します。利用の際は、1割の自己負

担が発生します。

障がい者の日常生活用具を

障がい者などの福祉の増進を目的

に、特殊寝台などの介護・訓練支

援用具や入浴補助用具などの自立

生活支援用具を購入する際に支援

します。また、手すりの取付など住

宅改修を行う際も支援します。利

用の際は、1割の自己負担が発生し

ます。

小児慢性特定疾患児の

小・中学校に通学中の障がい児の

生活能力向上のための訓練などを

提供するとともに、保護者の教育

負担を軽減することを目的に、放

課後や夏休みなどの長期休みの居

場所づくりを支援します。場所は、

芦屋小学校で送迎も行います。

重度障がい者の
介護用品を

障がい者の生活の質の向上を図る

とともに、介護者の経済的負担を

軽減するため、紙おむつなど介護

用品を給付します。利用の際は、1

割の自己負担が発生します。

聴覚障がい者などに 障がいのある小・中学生の

小児慢性特定疾患児の福祉の増

進を目的に、特殊寝台などの日常

生活用具を購入する際に支援しま

す。利用の際は、国の基準に基づ

き、自己負担が発生します。

聴覚障がい者や音声・言語機能障

がい者が日常生活や社会生活に

おけるコミュニケーションを円滑に

行い、積極的に社会参加できるよ

うに手話通訳者を派遣します。

手話通訳者

9割 9割 日常生活用具

9割
放課後や夏休みの
居場所づくり

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530

障がい者・生活支援係
093-223-3530
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認知症高齢者等
見守りシール交付事業

成年後見制度
利用支援事業

『 』 『 』
高齢者等

配食サービス事業
『 』

救急医療情報キット
給付事業

『 』 緊急通報システム事業『 』
介護用品給付
サービス事業

『 』
在宅の高齢者などに

在宅高齢者などの生活の質の向上

を図るとともに、その家族の負担

軽減を図るため、紙おむつを支給

します。利用の際は、1割の自己負

担が発生します。

一人暮らしの高齢者や
障がい者に

一人暮らしの高齢者や障がい者、

高齢者のみの世帯の安全と安心を

守るため、救急医療情報キットを

給付します。

※救急医療情報キットとは、氏名

や年齢、持病、かかりつけ医など

の情報を記したもので救急時に活

用されます。

一人暮らしの高齢者や
障がい者宅に

認知症高齢者などが行方不明に

なった場合に早期に保護し、安全

確保を図るとともに介護者などの

精神的負担を軽減するため、認知

症高齢者等見守りシールを交付し

ます。

高齢者や障がい者の

在宅で生活を送る高齢者や障が

い者の健康を管理し、孤独感を解

消するとともに、自立した生活を送

ることが できるよう支 援するた

め、配食サービスを実施します。週

3回の夕食と、年末に1回おせち料

理を配食します。配食には1食あた

り350~400円程度の自己負担が発

生します。

高齢者などの 認知症高齢者などの早期保護・
安全確保のため

一人暮らしの高齢者や障がい者の

安全と安心を守るため、緊急通報

装置の設置を支援します。利用の

際は、月額で200円~500円の自己

負担が発生する場合があります。

成年後見などの利用が必要で、家

庭裁判所での手続きが難しい人に

支援を行います。また、生活状況か

ら成年後見人などへの報酬を支払

うことが難しい高齢者や知的障が

い者、精神障がい者を支援するた

め、その報酬の一部を助成します。

成年後見制度
費用の一部

緊急通報装置紙おむつ 救急医療情報キット

配食サービス 見守りシール

高齢者支援係 093-223-3536 高齢者支援係 093-223-3536 高齢者支援係 093-223-3536

高齢者支援係 093-223-3536 高齢者支援係 093-223-3536 高齢者支援係 093-223-3536
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高齢者運転免許証
返納者支援事業

『 』
高齢者運転免許証返納者に

高齢者による交通事故の防止と

公共交通機関の利用促進を図る

ため、高齢者が運転免許証を返

納した場合に、芦屋タウンバス・

北九州市営バス共通乗車券かタ

クシー初乗り利用券のどちらか

を支援します。

公共交通利用券

地域振興・交通係 093-223-3539

高齢者等GPS端末機等
導入費用助成事業

『 』
GPS端末機などの

購入・レンタル費用を

認知症などで行方不明になるおそ

れのある高齢者などに対し、GPS

端末機やスマートタグを購入・レン

タルした場合、費用の一部を助成

します。助成額は対象費用のう

ち、上限1万円です。

高齢者支援係 093-223-3536

最大5万円

高齢者支援係 093-223-3536

高齢者補聴器
購入費助成事業

『 』
65歳以上で補聴器が必要な人

聴力機能の低下により友人や家族

などとコミュニケーションが取りに

くい高齢者に対し、補聴器の購入

に要する費用の一部を助成しま

す。助成額は、補聴器本体１台分

の購入費で上限５万円です。

骨髄等移植ドナー
助成金

『 』
骨髄などの提供に伴い

休業した人に

骨髄や末梢血管細胞の提供した人

の休業による経済的負担を軽減す

るため、助成金を交付します。助成

額は、骨髄などの提供のために通

院や入院、面談の日数×2万円で、

20万円が上限額となります。

最大20万円

健康づくり係 093-223-3533

『 』
アピアランスケア
支援事業

医療用ウィッグなどを
購入すると

がん患者やがん経験者のがん治療

に伴う心理的負担を軽減するとと

もに、社会参加を促進し、療養生

活の質の向上を図るため、医療用

ウィッグや補整具などの購入費用

を支援します。助成額は、助成対

象経費の1/2か10万円の低い方の

額です。

最大10万円

健康づくり係 093-223-3533

令和 8年度まで
令和11年度まで

小児・AYA世代がん患者
在宅療養生活支援事業

小児・AYA世代(40歳未満)のがん

患者が、住み慣れた住宅で安心し

て生活を送ることができるよう、在

宅介護サービスの利用料を助成し

ます。助成額は、１月あたり、助成

対象経費の9/10または54,000円の

いずれか低い方の額です。

40歳未満の
がん患者に1月あたり

最大5万4千円

健康づくり係 093-223-3533

『 』

最大1万円



その他 福祉 に関する補助

敬老祝金事業

高齢者等住宅改造助成事業

高齢者世帯等熱中症対策

エアコン購入費助成事業

高齢者世帯住み替え費用助成事業

児童生徒就学援助

特別支援教育就学奨励費

心身障がい児就学奨励費補助金

P.2

P.3

P.3

P.3

P.6

P.6

P.6
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風しん
予防接種助成事業

風しん抗体価の低い
妊娠希望者など

風しんの抗体価が低いことが判明

した妊娠希望者、妊娠希望者また

は妊婦の配偶者および同居者を

対象に風しん予防接種を自己負担

額3千円で受けられるように助成し

ます。

風しん予防接種
費用の一部

こども家庭センター 093-223-3577

『 』
子ども食堂
支援事業補助金
『 』

町内でこども食堂を
運営する団体に

こどもの地域における居場所づく

りとこどもの健全な育成を図るこ

とを目的として、こどもやその保護

者に対し、無償又は低額で食事の

提供を行うこども食堂を運営する

団体に対して補助金を交付しま

す。補助金額は、補助対象経費の

年度合計額又は年度内に開催した

回数に１万円を乗じて得た額（50

万円を限度）のいずれか低い額と

します。

最大50万円

こども家庭センター  093-223-3577

造血細胞移植後定期予防接種
ワクチン再接種費用助成事業

骨髄移植などにより定期予防接種の
効果が低下した人に

骨髄移植などによる造血幹細胞の

移植により、移植前に接種した定

期予防接種の予防効果が低下また

は消失したため必要となった再接

種の費用の全部または一部を助成

します。

再接種の費用

こども家庭センター 093-223-3577

『 』
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制度融資
信用保証料補助金

『 』
水田農業担い手

機械導入支援事業補助金
『 』

環境保全型農業
直接支援交付金

『 』

水稲種子及び
景観作物種子助成金
『 』

農業経営体育成資金
利子助成金

『 』
農業次世代人材投資
事業費補助金

『 』
次世代を担う新規就農者に

産 業

次世代を担う農業者になることを

志向する経営開始直後の新規就

農者に対して、経営開始型の資金

を交付します。

水稲・景観作物の種子購入費を

稲作に優良な品種を導入し各地域

に適した生産対策の確立や景観作

物の栽培により美しい景観づくり

の向上を図るため、福岡県品質改

善協会の検定を受けた水稲種子

や景観作物種子の購入費を助成し

ます。

農業経営基盤強化資金の利子を

町内に店舗を有し、引き続き6カ月

以上商工業を営んでいる商工業者

が、取扱金融機関（遠賀信用金庫

芦屋支店、北九州農業協同組合芦

屋支店、西日本シティ銀行芦屋支

店、福岡銀行芦屋支店）で資金調

達を受ける際、有利な条件で事業

資金の融資を受けることができ、

その信用保証料を予算の範囲内

で補助します。

農業団体又は一定の条件を
満たす農業者の

農業の持続的発展と農業の有す

る多面的機能の健全な発展を図る

ため、農業者の組織する団体や一

定の条件を満たす農業者が実施

する環境保全の効果の高い営農活

動（化学肥料・化学合成農薬の原

則5割以上低減に加え、地球温暖

化防止や生物多様性保全などに効

果の高い営農活動）に対して支援

を行います。

認定農業者などの 町内に店舗を有する
商工業者に

経営感覚に優れた効率的かつ安定

的な農業経営体の育成を図るた

め、芦屋町認定農業者の農業経営

基盤強化資金の利子を1/2助成し

ます。

米・麦・大豆の品質向上や低コス

ト生産を図るため、認定農業者な

どがトラクターやコンバインなどの

機械を購入する場合、採択基準や

対象経費など町が定める基準に

基づき、補助します。

農業機械導入費

経営開始型資金 最大1/2 1/2

信用保証料の補助

農林水産係 093-223-3544 農林水産係 093-223-3544 農林水産係 093-223-3544

農林水産係 093-223-3544 農林水産係 093-223-3544

環境保全に効果の高い
営農活動支援

商工観光係 093-223-3542
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創業促進
支援事業補助金

『 』
空き店舗等

活用事業補助金
『 』

空き店舗などを活用し
事業を行う人に

空き店舗の利用促進、商業の振興

やまちのにぎわいづくりを目的と

し、空き店舗などで事業を行おう

とする人に、最大2年間（24カ月）

補 助します。補 助 率 は 1 年目は

1/2、2年目は1/3で、業種に応じ月

額で最大3.5万~5万円の補助とな

ります。 

新たに創業を行う人に

中小企業の新たな事業の創出を応

援することで、地域に活力を与え

経済を活性化させることにより、需

要の増大や雇用を創出することを

目的とし、新たに創業を行う人に

対して補助します。補助額は事業

種別により異なり、最大200万円と

なります。

最大24カ月 最大200万円

その他 産業 に関する補助

移住支援事業における移住支援金 P.2

商工観光係 093-223-3542 商工観光係 093-223-3542

初期投資費用

地域経済循環
創造事業補助金

『 』
地域特性を活かした事業を始める

民間事業者などの

国と町、地域の金融機関や大学な

どが連携し、地域が将来にわたっ

て富を生み出していくことを目的

に、地域資源を活かした先進的で

持続可能な事業化の取り組みを実

施しようとする民間事業者などに

対して、初期投資費用を支援しま

す。なお、国の事業採択が条件と

なります。

企画係 093-223-3570

令和 9年度まで
令和 9年度まで



企画係 093-223-3570
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人材育成事業補助金『 』

人づくり・まちづくり

その他 人づくり・まちづくり に関する補助

地域経済循環創造事業補助金 P.15

まちづくりや人材育成を目的とした
研修に参加する場合

まちづくりや地域活動に参加でき

る人材の育成を図ることを目的とし

た研修に参加する人に、研修に係

る費用の一部を補助します。ただ

し、1度補助を受けると3年間はこの

補助を受けることはできません。

最大10万円

社会教育係 093-223-3546

国内外研修
派遣事業補助金 』『

自主的・主体的な
公益的事業を行う場合

まちづくりの礎である人材の育成

を図るため、町内在住・在勤の18

歳以上の人や団体が、自主的・主

体的に実施される公益的な事業を

行う場合に、事業費の一部を補助

します。補助額は、補助対象経費

の9割以内か30万円の低い方の額

です。

最大30万円

令和12 年度まで
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